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●
介
護
保
険
料
改
定
の
背
景　

　
介
護
保
険
制
度
の
導
入
に
よ
り
、

本
人
、
家
族
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
一
方
、
介
護
を
必
要
と
す
る
人

の
増
加
に
伴
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

給
付
費
は
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
平

成
30
年
度
か
ら
32
年
度
ま
で
の
第

一
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の

人
）
の
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま

し
た
。今
後
も
皆
さ
ん
に
安
心
し

て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た

だ
け
る
よ
う
努
め
ま
す
の
で
、
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
所
得
段
階
を
細
分
化

　
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

は
、
本
人
の
収
入
や
所
得
、
世
帯

の
市
民
税
課
税
状
況
を
考
慮
し
て

所
得
段
階
を
設
定
し
ま
す
。
平
成

30
年
度
の
保
険
料
改
定
で
は
、
こ

れ
ま
で
の
13
段
階
だ
っ
た
所
得
段

階
を
14
段
階
に
設
定
し
ま
し
た
。

平
成
30
年
度
～
平
成
32
年
度

介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

　

介
護
保
険
料
を
下
表
の
と
お
り
改
定
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、長
寿
支
援
課
介
護
管
理
給
付
係
（
☎
内
線

３
９
０
～
３
９
３
）
へ
。

所得
段階 年間保険料 対　象　者

1

 35,600 円 ①生活保護を受けている人②世帯全員が市民
税非課税で、老齢福祉年金を受けている人③
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得
金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の人

2  55,400 円 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得
金額＋課税年金収入額が 120 万円以下の人

3  59,400 円 世帯全員が市民税非課税で、上記以外の人

4
 71,200 円 世帯に市民税が課税されている人がいるが、

本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が 80 万円以下の人

5
 79,200 円

（基準額月額
6,600 円）

世帯に市民税が課税されている人がいるが、
本人は市民税非課税で、上記以外の人

6  92,700 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
80 万円未満の人

7  95,100 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
80 万円以上 125 万円未満の人

8 103,000 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
125 万円以上 200 万円未満の人

9 126,800 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
200 万円以上 290 万円未満の人

10 129,100 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
290 万円以上 400 万円未満の人

11 138,600 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
400 万円以上 600 万円未満の人

12 142,600 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
600 万円以上 800 万円未満の人

13 150,500 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
800 万円以上 1,000 万円未満の人

14 174,300 円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
1,000 万円以上の人

Ｑ１ 介護保険料とは？
　介護保険とは「老後の安心をみんなで
支える」という仕組みです。高齢化に伴
い増加する介護負担を軽減すべく、40
歳以上のすべての人が介護保険料を納め
ます。
Ｑ２ どうやって介護保険料を納めるの？
　40歳から64歳までは医療保険の一部
として、65歳からは年金からの差し引
きまたは納付書での納付となります。
Ｑ３ 納付書で納める場合とは？
　65歳になった人や転入した人は、年
金からの差し引きが開始されるまで半年か
ら１年ほど時間がかかります。その間は
納付書で納めます。また、年金が年額
18万円に満たない、年金を担保に借り
入れをしているなどの場合も納付書で納
めます。
Ｑ４ 介護保険料は何に使われているの？
　納められた保険料は、介護サービス費
用に使われます。介護サービス利用者の
多い本市は、サービス内容も多岐に渡り
充実しています。　
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♦普通徴収の納付

　普通徴収の人の納期は7月から翌年２月までの８
回です。納付は、市役所１階の長寿支援課、新里・
黒保根支所、境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公
民館、市が指定する金融機関のいずれかで納付して
ください。

♦口座振替も可能です　　
　納め忘れや納期ごとに納めに行く必要がなくなる
など、納付に便利な口座振替も利用できます。
　希望する人は、介護保険料納付通知書に同封され
ている申込用紙に必要事項を記入し、通帳と届け出
印を持参して、金融機関で手続きをしてください。

♦介護保険料の滞納にご注意ください

　特別な事情がなく保険料の滞納が続く場合、利用
者負担割合が引き上げられるなどの措置がとられま
すのでご注意ください。介護保険料の納付が困難な
ときは早めにご相談ください。
　問い合わせは、長寿支援課介護管理給付係（☎内
線390～393）へ。

♦必ず内容をご確認ください

　65歳以上で特別徴収の人（介護保険料が年金から
差し引きされる人）には、７月末に「介護保険料決定
通知書（見本①）」を郵送しますので、内容をご確認く
ださい。
　また、普通徴収の人（介護保険料が年金から差し引
きされない人）には、７月中旬に「介護保険料納付通
知書（見本②）」を郵送しますので、納期限までの納
付にご協力ください。

　要介護（要支援）認定申請のうち、
４月１日以降の更新認定申請は、有効
期間が最長24か月から36か月になり
ました。　
　なお、新規申請と変更申請の有効期
間は従来どおり最長12か月です。
　問い合わせは、長寿支援課介護審査
係（☎内線３９４）へ。

要介護認定有効期間を

平成 30 年度介護保険料

通知書を郵送します

見本①

見本②

11 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111

変更しました
介護保険サービス利用者負担割合が
一部の人は３割に
　65歳以上の人で合計所得金
額が220万円以上で、一定の条
件に当てはまる場合、介護保険
サービスの利用者負担割合が8
月から３割になります。
　７月下旬までに、要介護・
要支援認定を受けている人には、
介護保険負担割合証を郵送しま
す。サービスを利用したときに
支払う利用者負担の割合（１～
３割）が記載されていますので
ご確認ください。
　問い合わせは、長寿支援課介護管理給付係（☎内線390
～393）へ。

介護保険負担割合証


